
令和 4年 3月 16 日発生
福島県沖を震源とする地震に関する
相馬市からのお知らせ（支援制度一覧）
　市民の皆さんが各種の支援制度を最大限に活用しながら生活再建に取り組むこと
ができるよう、次のとおり支援制度を一覧にしてお知らせします。

支援制度名・問い合わせ先
制度概要

※詳細はホームページを確認、または問い合わせください。

罹災証明書の判定
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応急修理制度

▽市役所 2 階建築課
（☎ 37-2178）

災害支援法に基づき、被災した住宅の日常生活に必要不可欠な最小
限度の部分の応急修理について、市が事業者に依頼し、一定の範囲
内で修理費用を支払います。
●補助対象　市内に居住している住宅
●補助金額　▽半壊以上＝最大 59 万 5 千円▽準半壊＝最大 30 万円 
●申請期限　8 月 15 日（月）

〇 〇 〇 〇 〇

一部損壊住宅修理
支援

▽市役所 2 階建築課
（☎ 37-2178）

被災した住宅の日常生活に必要不可欠な部分について、20 万円以上
の修繕工事を実施した場合に一律 10 万円の補助金を支給します。
●補助対象　市内の居住している住宅で、準半壊に至らない（一部
損壊）の判定を受けた住宅
●申請期限　11 月 30 日（水）

〇

屋根耐風改修
（瓦屋根対象）

▽市役所 2 階建築課
（☎ 37-2178）

建築物の瓦屋根を国の基準に従って、全面改修する場合の費用の一
部を補助します。
●補助対象　令和 4 年 3 月 16 日以降に屋根工事を着手した建築物
●補助金額　上限 55 万 2 千円
●補助基準　次のうちいずれか少ない額
▽補助対象工事費の 23％▽屋根面積に 2 万 4 千円を乗じた額の 23％
●申請期限　10 月 31 日（火）　　　　　　

〇 〇 〇 〇 〇 〇

被災家屋等の解体
撤去

▽市役所 1 階生活環境課
（☎ 37-2143）

災害により被害を受けた家屋などの解体撤去を市が行います。
※ 受付開始前に自費により解体撤去を行っている場合は、一定の要

件を満たした範囲で費用の償還を行います。
〇 〇 〇 〇

県復興住宅などの
一時利用

▽南相馬合同庁舎南庁舎
2 階相双建設事務所行政
課（☎ 26-1207）

住宅が被災（半壊以上）し、継続的な居住が困難となった方に対し、
県の復興住宅などを一時利用として提供します。
●提供戸数　▽相馬市内の県営住宅 10 戸程度▽南相馬市内の復興住
宅 15 戸程度
●申請期限　6 月 15 日（水）

〇 〇 〇 〇

市営住宅一時利用

▽市役所 2 階建築課
（☎ 37-2179）

住宅が被災（全壊など）し、継続的な居住が困難となった方に対し、
市営住宅を一時利用として提供します。
●提供戸数　19 戸
●受付期間　5 月 20 日（金）～ 6 月 15 日（水）
※無くなり次第終了。
※全壊に満たない場合でも、居住困難な方は相談ください。

〇

耐震診断・改修

▽市役所 2 階建築課
（☎ 37-2178）

昭和 56 年 5 月 31 日以前の木造住宅の所有者が耐震診断を希望する
場合に、耐震診断者を派遣し改修計画を作成します。改修計画に基
づき耐震改修を行う場合には改修費用の一部を補助します。
●耐震診断の申込者負担費用　7 千 5 百円
●耐震改修の補助金　最大 100 万円 
●申請期限　6 月 30 日（木）

不要

ホームページ
はこちらから

住
宅

●支援制度一覧（6月 1日現在）



◎市公式のホームページ、防災メール、ツイッター、ラインで市の情報を発信しています。ぜひ登録ください。
●問い合わせ先　情報政策課（☎ 37-2117）
編集と発行；相馬市情報政策課　〒 976-8601 相馬市中村字北町 63-3　TEL 0244-37-2117　FAX 0244-35-4196
　　　　　    ホームページ https://www.city.soma.fukushima.jp/   Ｅメール　info@city.soma.fukushima.jp

県賃貸型応急住宅
供与

▽市役所 2 階建築課
（☎ 37-2179）

住宅が被災した方を対象に、県が民間賃貸住宅を借り上げて供与し
ます。
●受付期間　6 月 1 日（水）～ 6 月 30 日（木）
※半壊（大規模半壊および中規模半壊を含む）であっても、居住困
　難な方は相談ください。

※ ※ ※ 〇

災害援護資金貸付金

▽市役所 1 階社会福祉課
（☎ 37-2204）

被災した世帯主に対し、生活の立て直しのため災害援護資金の貸し
付けを行います。 
●貸付金額　150 万円～ 350 万円 （被害の種類、程度、所得要件による） 
●償還期間　10 年 
●利率　▽保証人あり＝無利子▽保証人なし＝ 1.5％ 
●申請期限　6 月 30 日（木）
※一部損壊、準半壊は家財の 3 分の 1 以上の損害がある場合のみ対象。

※ ※ 〇 〇 〇 〇

災害見舞金（世帯主）

▽市役所 1 階社会福祉課
（☎ 37-2204）

災害により住居に被害を受けた世帯主に対し、見舞金を支給します。 
●対象　▽全壊＝１世帯 10 万円 + 被災者１人につき 2 万円▽半壊＝
１世帯 5 万円 + 被災者 1 人につき 1 万円
※事業者分と重複申請はできません。
●申請期限　6 月 30 日（木）

〇 〇 〇 〇

災害見舞金（事業者）

▽市役所 1 階社会福祉課
（☎ 37-2204）

災害により事業所に被害を受けた事業主に対し、見舞金を支給しま
す（代表者が相馬市に住民登録のある場合に限る）。 
●対象　▽全壊＝１事業者 10 万円▽半壊＝１事業者 5 万円 
※世帯主分と重複申請はできません。
●申請期限　6 月 30 日（木）

〇 〇 〇 〇

被災者生活再建支
援金

▽市役所 1 階社会福祉課
（ ☎ 37-2204）

居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯
に対し、被災者生活再建支援金を支給します。
※ 住宅の被害程度に応じて「基礎支援金」、住宅の再建方法に応じて

「加算支援金」が支給されます。
※半壊は、やむを得ず解体した場合のみ対象。
●支給金額　世帯人数、罹災判定区分、住宅の解体状況や再建方法
により、18 万 7 千 5 百円～ 300 万円 
●申請期限　▽基礎支援金＝令和 5 年 4 月 15 日▽加算支援金＝令和
7 年 4 月 15 日

※ 〇 〇 〇

災害支援金

▽市役所 1 階社会福祉課
（☎ 37-2205）

災害により市内全域に大きな被害が生じたことから、初期の生活支
援として支援金を支給します。
●対象　令和 4 年 3 月 16 日現在、相馬市に住民登録のある方 
●支援金額　1 世帯当たり 3 万円 
●申請期限　9 月 30 日（金）

不要

家庭からの災害ご
みの搬入

▽市役所 1 階生活環境課
（☎ 37-2143）

災害により発生した、家庭からの災害ごみ搬入許可の申請受け付け
を行っています。申請受付時に、搬入方法や集積所の案内をします。 
●受付・搬入期限　6 月 30 日（木） 
※受け付けは平日のみ。
※搬入は平日のほか、6 月 12 日（日）、6 月 26 日（日）も実施します。

不要

罹災証明書

▽市役所 3 階地域防災対
策室（☎ 37-2121）

住宅などに被害を受けた方の罹災証明書の申請を受け付けています。 
●申請期限　自己判定方式（調査不要）のみ＝ 6 月 30 日（木）
※自己判定方式の罹災判定は、「準半壊に至らない（一部損壊）」に
　なります。

－

支援制度名・問い合わせ先
制度概要

※詳細はホームページを確認、または問い合わせください。
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